
令和３年９月 

食品製造課 

食品産業特定技能協議会（特定技能所属機関及び登録支援機関）の公表に

ついて（御報告） 

 第５回運営委員会（書面）にてお諮りした「食品作業特定技能協議会（特定技能所

属機関及び登録支援機関）の公表」については、各運営委員から特段の反対意見は

ございませんでした。 

よって、令和３年８月16日付けで「食品産業特定技能協議会規約」を一部改正し、

令和３年８月23日付で、農林水産省ホームページにて各構成員名簿を公表しました。  

・「食品産業特定技能協議会規約」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/kyougikai-20.pdf

・構成員名簿（特定技能所属機関） 【令和３年８月10日現在】

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/kyougikai-22.pdf

・構成員名簿（登録支援機関） 【令和３年８月10日現在】

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/kyougikai-23.pdf

 なお、規約改正前の構成員については、現在も引き続き公表の可否について、意

思確認を行い、同意いただいた者のみ公表しています。 

 また、今後の名簿の更新時期ですが、月末時点のものを翌月初旬に当省ホームペ

ージにて公表したいと思います。 
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令和３年９月 

食品製造課 

特定技能外国人材関連要領等の改正について（御報告）

農林水産省では、令和３年７月組織再編を行い、それに伴って、以下の要領等の

改正が必要となりました。 

 先月の資料にて、各運営委員から改正についての同意をいただきましたので、今後

出入国在留管理庁と相談の上、行ってまいりたいと思います。改正がなされましたら

改めて皆様には御報告いたします。 

【改正の対象となる要領等） 

① 「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関

する方針」に係る運用要領

② 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領－飲食料品製造

業分野の基準について- (運用要領別冊)

③ 飲食料品製造業特定技能１号技能測定試験実施要領

④ 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領－外食業分野の

基準について－（運用要領別冊）

⑤ 外食業特定技能１号技能測定試験実施要領
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出⼊国在
留管理庁
紹介

公表情報 各種⼿続 在留⽀援
相談窓
⼝・情報
受付

関係法令 ⼊管政
策・統計

調達・採
⽤情報

トップページ ⼊管政策・統計 ⼊管政策・⽩書 在留カード等読取アプリケーションサポートページ

在留カード及び特別永住者証明書が真正なものであることを認証するとともに，在留カード
等のＩＣチップ内に記録された⽒名等の情報をもとに在留カード等の券⾯上に印字されてい
る内容をそのまま画⾯に表⽰するためのアプリケーションです。
このアプリケーションは，法令で定めるもの以外に雇⽤契約や諸取引などの場で，⾝分確認
を⾏う必要がある場合に利⽤するものです。御利⽤の際には，他の⾝分証明書と同様，本⼈
の同意を得た上で在留カード等の提⽰を受けることが必要です。

■パソコン版

Windows10以降
 Microsoft Storeから⼊⼿できます

在留カード等読取アプリケーション サポートページ

アプリケーションの概要

アプリケーションの配布元

本⽂へ English・Other Languages

検
索 ⽂字サイズ 標準 拡⼤

在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html
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Windows8.1
リンク先から⼊⼿できます

令和３年７⽉21⽇ 新しいルート認証局公開鍵証明書（ＣＡ証明書）に対応するため，
バージョンアップしました（Ver1.1.0）。
今後もアプリをお使いになる⽅は，新しいバージョンを再インストールしてください。

macOS版
Mac App Storeで⼊⼿できます

■スマートフォン版

Android版
Google Playで⼊⼿できます

iOS版
App Storeで⼊⼿できます

Windows版マニュアル（PDF︓3.5MB）

macOS版マニュアル（PDF︓1.6MB）

Android版マニュアル（PDF︓1.9MB）

iOS版マニュアル（PDF︓2.1MB）

操作マニュアル

利⽤環境 ページトップ

在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html
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■利⽤環境
Windows 8.1, Windows 10（ARM, x64, x86対応）
macOS 10.14以降（Apple M1チップを搭載したMacに対応）
Android 6.0以降
iOS 13.2以降

■準備するもの
非接触型ＩＣカードリーダライタ（パソコンを御利⽤の場合）
※拡張ＡＰＤＵ対応機種限定

〈参考〉
本アプリケーションの開発時に動作検証のために使⽤した非接触型ＩＣカードリーダ
・ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社

ＡＣＲ１２５１ＣＬ
・ソニー株式会社

ＲＣ－Ｓ３８０
・株式会社アイ・オー・データ機器

ＵＳＢ－ＮＦＣ４

 ＮＦＣ対応端末（スマートフォンを御利⽤の場合）

偽変造が疑われる在留カード等を発⾒した場合には，お近くの出⼊国在留管理官署にお問い合わせください。

在留カードの有効性の確認については，在留カード等番号失効情報照会も併せてご利⽤ください。

インストール後のアプリ操作⽅法で御不明な点がございましたら，以下よりお問合せください。
rsd-support@rsd-support.jp
なお，お電話によるお問合せは受け付けておりませんので，御了承ください。

■質問⼀覧
Ｑ１ 在留カードの⾒⽅や在留管理制度について教えてください
Ｑ２ 画⾯に表⽰された内容と券⾯の表記が異なります
Ｑ３ カードが読み取れません
Ｑ４ ｉＰａｄには対応していますか

Ｑ１ 在留カードの⾒⽅や在留管理制度について教えてください

リンク先のページをご覧ください。
質問⼀覧に戻る

Ｑ２ 画⾯に表⽰された内容と券⾯の表記が異なります

正常に読み取った場合であっても，券⾯と画像の顔写真が違うなどの違いがある場合，カードの偽変造が疑われますので，お近くの
出⼊国在留管理官署にお問い合わせください。

質問⼀覧に戻る
Ｑ３ カードが読み取れません

１「カードが読み取れませんもう⼀度かざしてください 繰り返し表⽰される場合は お近くの出⼊国在留管理官署にお問い合わせ
ください」とエラー表⽰される場合

→カードリーダライタが正しく接続されていますか。
→カードリーダライタのドライバは正しくインストールされていますか。
インストール後も本アプリケーションが機器を認識しない場合があるため，インストール後，端末を再起動してください。
→カードリーダライタを置く机などの材質が⾦属の場合，カードリーダライタが正常に作動しないことがあります。
→上記対応を⾏って再度読取に失敗し，同様のエラーメッセージが表⽰される場合は，在留カードの偽変造が疑われるため，お近く
の出⼊国在留管理官署にお問い合わせください。

２「カードの読取中にエラーが発⽣しました 在留カード以外のカードをかざしている可能性がありますので カードをご確認くだ
さい。」とエラー表⽰される場合

よくある質問（ＦＡＱ）

ページトップ

在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html
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→在留カードをカードリーダライタにかざしてください。本アプリケーションでは在留カード⼜は特別永住者証明書以外のカードは
認識できません。
→かざしているカードが他のカードではなく，在留カード様のものであり，同様のエラーメッセージが表⽰される場合は，在留カー
ドの偽変造が疑われるため，お近くの出⼊国在留管理官署にお問い合わせください。

質問⼀覧に戻る

Ｑ４ ｉＰａｄには対応していますか

対応していません。
ｉＰａｄは汎⽤性のあるＮＦＣインターフェースがないなど，本アプリケーションを有効に活⽤できる環境にないため，御利⽤いた
だけません。
なお，対象ＯＳについては，利⽤環境を御確認ください。

質問⼀覧に戻る

在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html
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2021/８/1現在

〇運営委員名簿

No. 役職 氏名 所属 役職等 部会

1 会長 水野 政義 農林水産省大臣官房 総括審議官 －

2 副会長 宮浦 浩司 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部 部長 飲食料品製造業部会長

3 副会長 安楽岡 武 農林水産省大臣官房

審議官（兼輸出・国

際局・新事業・食品

産業）

外食業部会長

4 委員 伏見 啓二 農林水産省畜産局 審議官（兼畜産局） 飲食料品製造業部会

5 委員 渡邊 毅 水産庁漁政部 部長
飲食料品製造業部会

水産加工分科会長

6 委員 石井 俊道 （一社）外国人食品産業技能評価機構 専務理事 －

7 委員 田辺 義貴 （一財）食品産業センター 専務理事 飲食料品製造業部会

8 委員 阿部 勲 （一社）日本パン工業会 専務理事 飲食料品製造業部会

9 委員 大隅 和昭 （一社）日本惣菜協会 常務理事 飲食料品製造業部会

10 委員 木村 均 （一社）日本冷凍食品協会 専務理事 飲食料品製造業部会

11 委員 吉井 巧 （一社）日本即席食品工業協会 専務理事 飲食料品製造業部会

12 委員 嵯峨 哲夫 （公社）日本べんとう振興協会 専務理事 飲食料品製造業部会

13 委員 鶴見 和良 全日本菓子協会 専務理事 飲食料品製造業部会

14 委員 宮島 成郎 日本ハム・ソーセージ工業協同組合 専務理事 飲食料品製造業部会

15 委員 鈴木 稔 （一社）日本食鳥協会 専務理事 飲食料品製造業部会

16 委員 竹葉 有記 全国水産加工業協同組合連合会 専務理事 飲食料品製造業部会

17 委員 奥野 勝 （一社）日本かまぼこ協会 専務理事 飲食料品製造業部会

18 委員 石井 滋 （一社）日本フードサービス協会 常務理事 外食業部会

19 委員 山口 宏記 （公社）日本給食サービス協会 専務理事 外食業部会

20 委員 小城 哲郎 全国飲食業生活衛生同業組合連合会 専務理事 外食業部会

21 委員 井上 泰弘 （一社）大阪外食産業協会 業務執行理事　副会長 外食業部会

22 委員 近江 愛子 法務省出入国在留管理庁政策課 課長 －

23 委員 島村 英 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課 課長 －

24 委員 北浦 康弘 外務省領事局外国人課 課長 －

25 委員 石津 克己 厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課 課長 －

26 委員 池戸 重信 宮城大学 名誉教授 名誉教授 －

27 委員 樋口 公人 （公社）国際人材革新機構 代表理事 －

28 委員 入来院 重宏 キリン社会保険労務士事務所 所長 －

(参考）

37


	バインダー1.pdf
	●6th運営委員会案.pdf
	●6th運営委員会案.pdf
	●6th運営委員会案.pdf
	6th運営委員会案.pdf
	6th運営委員会案.pdf
	6th運営委員会案.pdf
	バインダー6.pdf
	バインダー5.pdf
	60　登録支援機関・特定技能所属機関の公表について.pdf

	70　要領等の改正について.pdf

	80　在留カード読み取りアプリ.pdf


	(210825)運営委員名簿（210801更新版））.pdf








